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1．国土調査法19条5項指定申請の概要

2．地籍整備推進調査費補助金について

3．指定申請手続きについて（留意事項等）

本日の説明内容
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国土調査法１９条５項指定とは？

○ 国土調査法（昭和２６年６月１日法律第１８０号）（抄）

国土調査以外の測量及び調査を行つた者が当該調査の結果作成さ
れた地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果
としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所
管大臣は、これらの地図及び簿冊が第二項の規定により認証を受け
た国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたと
きは、これらを同項の規定によつて認証された国土調査の成果と同
一の効果があるものとして指定することができる。

（成果の認証）
～第１９条５項～

地籍調査
（主に市町村が実施）

地籍調査以外の
測量・調査

国土調査法
成果の認証
（１９条２項）

成果の指定
（１９条５項）

地籍調査以外の測量成果地籍調査以外の測量成果
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国土調査法１９条５項指定とは？

国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成
果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合
に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調
査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、こ
れを「１９条５項指定」と呼んでいます。

測量成果

道路寄付申出に
かかる測量行政管理財産の

売却のための測量
開発許可を受ける
ために行う測量

市街地開発事業、区画整
理事業の実施に伴う測量

道路、学校、病院等の用地取
得に向けた測量（用地測量）

その他
筆ごとの測量

公営住宅団地の
建替に伴う測量

登記所へ備付け
当該地域は地籍調査が原則不要
となり財政負担の減少へ！



不動産登記法における「地図」
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登記所備え付け地図

不動産登記法 第１４条（地図等）
登記所には、地図及び建物所在図を備え
付けるものとする。 ←１４条１項地図

２ 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土
地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、
地番を表示するものとする。

３ （略）

４ 第一項の規定にかかわらず、登記所に
は、同項の規定により地図が備え付けられ
るまでの間、これに代えて、地図に準ずる
図面を備え付けることができる。
←１４条４項地図

５ 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は
二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状
及び地番を表示するものとする。

１４条１項地図のイメージ
（出典：法務省ホームページ）

分類から14条1項地図かど
うか確認できます（法第14条
第１項と記載されています）



公図（地図に準ずる図面・地図）
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地図に準ずる図面
地図（法第１４条第１項）国調法１９－５指定



公図・全部事項証明書（登記簿）
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（注）これは地図を補足する図面です。
（注）斜線を施した部分は、閉鎖された部分です。

③錯誤
国土調査法第19条第5項の指定
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１９条５項対象事業

現在、法令に基づく一定の事業については、当該事業に係る登記に

必要な土地の所在図について１９条５項指定を受けることが規定されて

います。また、土地区画整理事業及び土地改良事業については、それ

ぞれ通達により指定の申請を行うこととされています。

◆法令により指定の申請が義務づけられている事業
•新住宅市街地開発事業
•工業団地造成事業
•流通業務市街地整備事業
•沖縄県位置境界の明確化事業

◆通達により指定の申請を推進している事業
•土地区画整理事業
•土地改良事業

<精度の高い測量・調査が行われている事業>
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１９条５項対象事業

その他の民間開発事業等についても、必ずしも法令により１９条５項

指定を受けることが義務づけられてはいませんが、１９条５項指定を受

けていない場合は地籍調査事業の対象となり、その際に、当時の測

量成果が有効に利用できず土地の境界確認に多大な労力を要する場

合があります。

◆その他
•市街地再開発事業
•民間開発行為（都市計画法）
•その他民間の任意開発事業

国としては、民間事業者に対して、出来る限り19条5項指定の申請
を行っていただくようお願いしています。

•公共事業の実施に伴う用地測量（平成２４年度より）
•民間事業者等の測量成果（平成２５年度より）
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指定の対象は？

１９条５項指定の対象となる測量・調査については、開発

規模や事業者等の制限はなく、原則として、連続する土地の

面積が５００㎡以上であり、国土調査と同等以上の精度・正

確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定

を受けることが可能です。 ※ 指定申請を前提に測量を行お
うとする際には、事前に登記所へ１
４条地図としての備え付けの可否
について確認をお願いします！

※借地目的の測量、庁舎等敷
地、公園、グラウンド敷地等の
測量成果も対象となります。
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指定の意義・メリット

区画整理や宅地開発等に伴う土地の異動について登記

を行う場合に、国から登記所に指定書が送付され、登記

所における正式な地図（不動産登記法１４条１項の地

図）として備え付けられます。

これにより、測量成果である図面が公的に管理され、

成果の散逸がなくなります。

登記所の正式地図となります。
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指定の意義・メリット

１９条５項指定により、測量の基準や測量上の誤差の

限度等について一定の条件を満たしていることが確認さ

れるため、当該測量・調査が極めて正確であることが公

証され、信頼性が高まります。

正確な地図を作成することにより、近隣との境界争い

が未然に防止され、将来土地の売買等を行う場合も円滑

に行うことができるようになります。

測量の信頼性が高まります。



指定のメリット

１９条５項指定制度のメリットは、地方公共団体、民間事業者、
個人等の立場によって異なるが、様々な効果が期待できます。

◆様々な効果
・土地境界トラブル防止
・測量・調査の重複実施の防止
・土地取引の円滑化
・災害時の復旧・復興の迅速化
・土地利用の活性化 など

12
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１９条６項（代行申請）

１９条５項指定申請の流れ



１９条５項指定申請の流れ
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図８ 登記後申請の一般的なフロー図

図９ 登記前申請の一般的なフロー図

（出典：「国土調査法第１９条第５項指定申請の手引き」）

登記後申請
（一般的）

登記前申請
（国・地方公共団体による公共
事業に伴う用地測量が対象）

根拠通知

根拠通知

「国土交通大臣宛ての国土調
査法第１９条第５項の認証の
申請の手続について」
（R2.7.13付け国不籍第５７号）

「用地測量の成果を活用した
地籍整備の推進について」
（H24.3.9付け国土籍第５４４
号・国土用第４５号）（H25.3.13
付け国土籍第６４０号）

用地取得時期
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登記前申請・登記後申請

【登記前申請】

◆測量完了後、指定に必要となる図書を申請していくこととなります。（一筆
測量を実施していない土地（広大地）は指定対象となりません。）

１９条５項指定、登記所での地図の備え付けが完了するまで、測量実施個
所の分筆登記は行えません（※）。
（２～３カ月要すこともあります。）
※分筆登記が実施されてしまいますと、図書の修正が必要となってしまい
ます。
■測量後の後続の用地取得等事業のスケジュール確保が重要となります。

【登記後申請】
◆取得等の実施後（分筆登記により公簿面積と実測面積が一致された後）
に指定に必要となる図書を申請していくこととなります。
※全筆取得（公簿面積で取得）された土地については、実測面積に地積更
正登記を実施してもらう必要があります。
■一団として測量した隣接地は、公簿面積と実測面積を一致させることがで
きないため、指定対象から外れることとなります。



１０－１

１１－
１

１１－２

１２－１

《広大地のため一
筆（残地）求積は
実施していない。》

１２－２

１３－２

「登記前」、「登記後」申請の範囲について

【登記前申請】の対象可能範囲 【登記後申請】の対象可能範囲

１１－３

１０－２

取得予定地 残地 取得地 残地

１１－
１

１１－
４

１１－
２

１１－３

１２－３ １２－１

１０－１

地籍更正登記が必要

１２－２

１３－３
１３－２

公簿面積と実
測面積の相違

16
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２．地籍整備推進調査費補助金について



地籍整備推進調査費補助金制度の概要
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○ 地方公共団体、民間事業者等が積極的に19条５項指定を申請できるように、
19条５項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し補助する制度

→ 成果が地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有することが必要

○ 平成25年度から、国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助することが
できるように制度を拡充

○ 補助金の応募要件

事業主体： 地方公共団体、民間事業者等
※ 事業を委託する場合でも応募可能
※ 国調法19条６項の代行申請の場合でも応募可能

対象地域： ＤＩＤ（人口集中地区）又は都市計画区域
※ ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14条

第1項に規定する地図が備え付けられている地域を除く。

面積要件： 一地区当たり500㎡以上

補 助 率： 地方公共団体１／２以内（直接補助）

※19条6項による代行申請の場合は定額

民間事業者等１／３以内（間接補助）
※ ただし、地方公共団体の補助する額の１／２が限度

（地方公共団体が補助制度を設けていることが必要)

民間事業者等１／３以内（直接補助）

地方公共団体

民間事業者等
（直接補助）

民間事業者等
（間接補助）
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〇地区当たりの補助対象経費に限度
額が設けられております。地区当
たりで、「調査計画作成」は２０
万円、「成果作成」は３０万円、
そのほかの「既存資料等収集・整
理」「現況調査」「境界確認」
「予備調査」に該当する行為に要
する経費については、補助対象面
積により限度額が変わってきます。

地籍整備推進調査費補助金（パンフレット）



○補助対象事業は、当該年度中に行われるものが対象となりますが、複数年度にわたる○補助対象事業は、当該年度中に行われるものが対象となりますが、複数年度にわたる
事業についても補助対象となります。※この場合、各年度ごとに申請手続が必要です。

20

地籍整備推進調査費補助金（申請のイメージ）

＜申請イメージ（例）＞

令和６年度 令和７年度②複数年度にわたる事業の場合

①単年度事業の場合 令和６年度

※複数年度にわたる事業について19条５項指定申請をする場合は、
・ 事業完了後全ての実施地区を一括して申請
・ 各年度単位の実施地区ごとに申請のいずれでも構いません。
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【補助金要望・測量着手時点】
①補助金交付年度内に当該年度内の測量業務が完了することが必要です。（※単年度発注）
〔補助金交付年度の実績報告書に４級基準点以上の『審査書』及び『境界点間精度管理表』の写し
等の提出が必要となります。〕

【測量実施時点】
①4級以上の基準点設置を行う場合は、地理院への計画書の提出、基準点測量成果の提出を行い、
基準点の『審査書』（不適切事項の記載がないもの）の受領を行っていくことが必要となります。
〔実績報告書にも『審査書』等の写しの添付が必要。（第三者機関の「検定証明書」でも実績報
告に関しては可能です。〕
上記事項を測量実施者にしっかりと伝えていただくことと、測量業務の工期末を待たずに「審査
書」を受けてもらう事のお願いも合わせて行ってください。
（工期末（年度末）になって地理院の審査を受けていると、実績報告時に間に合わない可能性が大
きいです。）

19条5項指定申請 補助金要望～測量段階での留意事項

②〇〇市公共測量作業規程（自治体さんが地理院に登録されているもの）に基づいて測量を実施し
てもらう必要があります。
土地家屋調査士が測量を行う場合も発注市の「〇〇市公共測量作業規程」が好ましいです。

③ 地理院への基準点測量成果の提出にあたっては、事前に第三者機関の「検定証明書」を受けて
おくことが望ましいです。（ただし、地理院の助言に基づく「検定」の実施でない場合は、その費
用は補助の対象とはなりません。）
『審査書』「検定証明書」とも、規程違反をしている測量成果でも不適切な事項の記述がされて
書面が発行されますが、規程違反をしている成果では19条5項指定指定の認証が得られません。
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３．１９条５項指定申請手続きについて

（留意事項等）



Ⅰ 登記官への情報提供及び打合せを実施する時期は、用地測量の発注前とし、なるべく早い段階で実
施する。
なお、主な情報提供及び打合せ内容は以下のとおり。

ⅰ 用地測量の着手から19条5項の指定までの期間を考慮し、備付図面の送付時期を登記官に伝える。
また、備付作業中は、分筆・所有権移転登記は不可となるため、用地買収時期までに備付作業が完
了となるか、登記官に確認する。

ⅱ 測量する範囲を登記官に示し、備付けの可否について確認する。

Ⅰ 測量の範囲について公図調査を行い、14条1項地図が整備されているかどうか確認する。
（整備されている場合は、公図の分類欄に「地図（法第14条第1項）」と記載されている。）

Ⅱ 測量に使用する基準点が、公共測量の手続きがされているか確認する。

注１

注２

①測量範囲の概要把握

②登記所へ事前相談

Ⅰ 事業説明会その他の用地測量に関する説明時に、土地所有者に対して用地実測図を登記所に備え
付ける予定であること並びに測量した結果に基づき、登記されている土地の地目、地積、土地所有者の
住所及び氏名の情報が変更される場合がある旨、説明する。（固定資産税の面積にも関連する。）

③説明会等の開催

留意事項（権利調査から用地測量着手まで）

23

Ⅰ 19条5項の申請にあたり必要な業務内容及び業務費を測量業務の仕様及び設計書に盛り込む。

④測量業務の発注



申請書一覧（登記前申請・登記後申請）

登記前申請 登記後申請

主な相違点

24

基本的な共通点
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申請手続について

申請書及び必要書類を御用意の上、国土交通省中部地方整備局 用地部

用地企画課 地籍調査係あてに送付してください。申請書類は電子ファイル

（PDF等）及び紙でも一式ご提出ください。 なお、地図及び簿冊については指

定後に法務局にも送付するため、２部ご用意ください。 また、電子ファイル（地

籍フォーマット２０００含む）については、ＣＤ-Rに格納してご提出ください。

申請方法

申請手数料は不要です。

申請手数料

（提出時には、事前にご連絡をいただけますと助かります。中部地方整備局では、形
式的な審査を行わせていただき、国土交通本省へ提出し実質的な審査を受けることと
なります。）



申請書

１９条５項指定申請の留意事項について（申請書）

ポイント

事業を施行した者
の名称を記載する。
（同じ名称を記載す
る。総括表とも一致
させる。）

26

調査簿

令和６年７月～令和６年１１月 → 「令和６年」
令和６年７月～令和７年２月 → 「令和６年度」
令和６年７月～令和７年９月

→ 「令和６年から令和７年」、「令和６年度から令和７年度」



申請書

申請者名は揃えること（同じ名称）
（補助金を活用した場合には、

補助事業者と同じであること）

官報にそのまま記載されるので注意！！

第15条

成果品の図名

Ａ

Ａ

Ａ

27

印



申請書（代行申請） 法１９条第６項

28

【令和２年度の法改正】
地方公共団体等の地籍調査を行う者が、測量・調査を実施した民間等の事業者に代
わって１９条５項指定申請することができる制度が創設

●●●市長 殿

所在地
●●株式会社
代表者名

日 付

同 意 書
●●株式会社が行った下記の測量及び調査の成
果について、国土調査法（昭和26年法律第180号）
第19条第6項の規程に基づき、●●市が同条第５
項の申請を行うことに同意する。

地 域 名

●年●月 ～ ●年●月

国土交通大臣 殿
所在地
●●●市
代表者名

５，国土調査を行う者の名称
「●●市」

●●市

１，測量及び調査を行った者の氏名
「●●株式会社」●●株式会社

「申請書 ＋ 同意書」 を提出ください

民間の開発事業者や、用地買収を伴う公共事業等
（道路、河川、水路、公共施設建設事業等）

申請書 同意書

申請者名「●●市」



申請書の注意点

29

間違っている例 修正後

14条は誤り

１５条に修正

１９条５項で、地図及び簿冊
と規定されている内の簿冊
にあたるものが無い

簿冊にあたる
調査簿を追加



総括表の注意点

30

測量手法についての誤りが
多いので注意

間違っている例 修正後

管轄登記所を追加

法務局に備え付ける１４条地図の
枚数。
（地図一覧図例示の場合「５枚」）

地図一覧図例示の場合
「１３筆」



総括表

「測量の方法の記載例」
ＧＮＳＳ法
・電子基準点のみを与点と
するGNSS法
・ＧＮＳＳ測量（スタティック法）
・ＧＮＳＳ測量（ＲＴＫ法） など

ＴＳ（トータルステーション）法
・結合多角方式（ＴＳ）
・単路線方式（ＴＳ） など

■「検査者」は事業施行者
・検査終了証明については、
すべての項目を記載

■採用した作業規程の記載
（地理院の登録番号）
・担当者の記載
※メールアドレスの記載

19条5項指定書
送付先の法務局を記載

基準点測量の与点
・網平均計算に使用した
与点のみ記載
※基準点網図において網
で連結されている与点のみ
記載

・国家基準点（電子基準
点、一等三角点から四等
三角点）、街区基準点
以外の基準点については、
助言番号等を必ず記載
・基準点の種類、等級、
名称を記載

31

■ふりがなのつけ忘れ

■数値が表示されるまで
の単位



申請地域の位置図

・サイズについては、特に指定なし
（ Ａ４を標準としています ）

・申請地域およびその周辺を含むこと

・方位、縮尺の表示

・申請地域を記載（可能な限り正確に）
（着色があるとわかりやすいです。）

32



留意事項（既設基準点成果の確認）

●測量予定箇所に設置済みの公共基準点を把握

基準点成果等閲覧サービス
https://sokuseikagis1.gsi.go.jp/top.html

測量予定箇所

●先行して実施している測量（路線測量等）で設置
している基準点について確認
※登録されていない基準点があることに注意
※地籍図根点は表示されない

先行実施測量（路線測量）成果

← 同一箇所 →

●使用する既設基準点の決定
●新設する基準点を検討
（＝測量法第３６条の実施計画書）

基準点成果等閲覧サービス
33



34

別添：基準点測量（基準点網図）

測量については、採用した法令・作業規程
等を遵守し実施願います。
→場合によっては測量の追加が発生！
基準点測量の規定を守っていない
事例が非常に多い

基準点網図記載例

地籍調査で測量の基礎とする点

（国土調査法第３８条）

・基本三角点

一等～四等三角点及び電子基準点

・基本水準点

・第19条2項により認証された点

・第19条5項により指定された点

・公共測量成果（測量法第41条の審査）

使用する既知点はご注意願います。

設置した基準点毎に網図を添付する。



公共測量作業規程準則第２２条・第２３条

35

１・２級基準点測量 ３・４級基
準点測量

路線
図形

多角網の外周路線に属す
る新点は､外周路線に属す
る隣接既知点を結ぶ直線
から外側40ﾟ以下の地域内
に選点するものとし、路線
の中の夾角は､60ﾟ以上と
する｡ただし､地形の状況
によりやむを得ないときは､
この限りでない｡

同 左 50ﾟ
以下

同 左 60ﾟ
以上



基準点測量網図

作業規程の準則
（公共測量作業規程）

第23条（基準点測量の方式）

・既知点数
・辺数
・路線長
・路線図形

について確認

網 図：測量を行った場合の、新点の決定経過や
点の位置、相互関係が分かるよう既知点、
新点の位置及びそれら相互の観測方向、
観測辺長等を地図上や白紙に記入した図。

既知点：測量によりその位置あるいは高さがすでに
求まっている点

36

１・２級基準点

３・４級基準点



地籍調査作業規程準則第３８条（測量の基礎とする点）

基準点等 補助基準点 公共基準点 街区基準点 地籍図根点等

四等三角点 １級基準点

補助基準点
（２級相当）

２級基準点 街区三角点 図根三角点

補助基準点
（３級相当）

３級基準点 街区三角点（節点）
街区多角点

図根多角点（１次）

４級基準点 街区多角点（節点）
補助点

図根多角点（２次）

補助基準点 細部図根点

地籍測量は、基本三角点（測量法（昭和二十四年法律第百八十八号）第二
章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同
じ。）若しくは基本水準点（同法第二章の規定による基本測量の成果である水
準点をいう。）若しくは法第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条
第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する
基準点（以下「基準点等」という。）を基礎として行わなければならない。

37

『４級基準点の新点間の距離の
標準は、５０ｍ』
〔補助基準点は、基準点から辺長１００ｍ
以内、節点は１点以内の開放多角測量に
より設置する。〕



補助基準点について（公共測量作業規程）

※補助基準点とは近傍にある既設の４級基準点以上の基準点から境界点を直接測量できない
場合に設置する仮の点であり、基準点ではない。

第６８１条

38



「公共基準点」は以下を提出
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基準点測量精度管理表

点検測量が実施されているか 較差 が作業規程で示す制限内か

・国土地理院の審査を受けている場合は審査書の写しを添付する
・第三者機関による成果検定を受けている場合は検定証明書及び検定記録書を添付する

40

「点検計算」 「厳密網平均計算」

「点検測量」



基準点測量精度管理表（ＴＳ法） 修正前

41

「厳密網平均計算」
高低角の標準偏差
計算されていない

「点検測量」
計算されていない



基準点測量精度管理表（ＴＳ法） 修正後
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基準点測量精度管理表（ＴＳ法）

43

「厳密網平均計算」
新点位置の標準偏差が
許容範囲内か点検



基準点測量精度管理表 （GNSS法）

作業規程の準則 （公共測量作業規程） 第43条（平均計算）

精度管理表：測量がどの程度の精度で行われたかを見られるように標準偏差等の精度に関する情報をまとめた表
44

「三次元網平均（仮定網）」
残差が許容範囲内か点検

「三次元網平均計算（実用網）」
新点位置の標準偏差が許容範囲内か点検

「点検測量」の結果を確認



境界測量精度管理表 （GNSS法）

作業規程の準則 （公共測量作業規程） 第609条（境界点間測量）

較差 が作業規程で示す制限内か

45



境界点間距離の精度管理表

46

較差の確認のほか、作業規程で規定されている数量観測がされているか、図面と照合して確認する。

第５５０条第８項

前項において条件点間（ここでは境界点間）の距離が直接測定できない場合は、その条件点の座標
値の決定に用いた既知点以外の既知点から別に求めた座標値の較差又はＴＳの対辺測定機能を用
いて条件点間距離を測定し、その較差により点検する。

【対応】境界点間の距離が直接測定できない場合は、第５５０条第８項の規定を準用する

構造物内のため

計算値は入れる



境界点間距離の精度管理表

47

精度管理表と図面を突き合わせて必要な点検がされているのかチェックする

必ず行ってください！！（測量の専門的知識は不要。全辺行っているのか突き合わ
せるだけ）

①

②

③

①

③
②

小数第３位まで合わせる



留意事項（境界点間測量）

（境界測量の方法）
第６０４条境界測量は、近傍の４級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により行う

ものとする。ただし、やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行うこと
ができる。
（境界点間測量の方法）

第６０９条第２項 境界点間測量は、隣接する境界点間又は境界点と用地境界杭を設置
した点（以下「用地境界点」という。）との距離を全辺について現地で測定し、第６０４条及
び第６０６条の規定で計算した距離と比較を行うものとする。なお、較差の許容範囲は、
次表を標準とする。

（用地測量の基準点）

第５６条 用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了
しているときは、別途監督職員が指示する基準点測量の成果（基準点網図、測点座標値
等）を基に検測して使用するものとする。

２ 前項の基準点測量の成果を検測した結果、滅失、位置移転、毀損等が生じていると
きには監督職員と協議するものとする。

３ 第１項の基準点測量が実施されていないものについては、基準点の設置、座標値の
設定方法等について監督職員と協議し、その指示を受けるものとする。

国土交通省公共測量作業規程

中部地方整備局用地調査等業務共通仕様書
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１９条５項指定申請の留意事項について（全部事項証明書・面積計算書）

土地全部事項証明書

ポイント

・申請する筆に関するものが全て添付されているか
・指定対象土地の隣接土地に関するものも添付されているか
（登記前申請の場合）

・指定申請調査簿における調査後の土地面積との一致を確認
・端数処理方法
※宅地：小数点以下３位切り捨て
※宅地以外：小数点以下切り捨て

49

面積計算書

ポイント



１）境界立会依頼書には国土調査法第１９条第５項の指定を受けて登記所備付図面に差し替えるとともに、測量の結果に基づき土地の
地目、地積、土地所有者の住所及び氏名の情報が変更される場合がある旨、必ず記載する。
２）境界確認書にも上記１）と同様に記載し、同意を得る。

境界立会

１９条５項指定申請の留意事項について（境界立会①(依頼書・確認書)）

●依頼書、確認書、いずれも上段の留意
事項（抜粋）にある赤囲いのとおり国土
調査法第１９条第５項の指定を受けて
登記所備付図面に差し替える旨を必ず
記載する。
●確認書は隣接土地も添付が必要。

ポイント

50

１）境界立会依頼書 ２）土地境界立会確認書

なお、国土調査法第１９条第５項に基づく制度により、今回の測量による成果を登記所に送
付して登記所の図面を差し替える予定です。また、測量した成果に基づき、登記されている
土地の地目、地積、土地所有者の住所及び氏名の情報が変更される場合があります。

なお、国土調査法第１９条第５項の指定
制度に基づき、今回の対象地における
地図を登記所に備え付ける予定である
ことに同意する。



１９条５項指定申請の留意事項について（境界立会②(委任状)）

３）相続が発生している場合、境界の確認は相続人全員の確認書若しくは、代表者が立会う場合は相続人全員の委任状が必要となる
ことに注意する。さらに隣接の土地についても相続が発生している場合は同様に全員の確認書若しくは委任状が必要であることにも
注意する。
４）境界立会が不調となり境界未定地が発生した場合は、隣接地も含め国土調査法第１９条第５項指定対象外となるため、指定範囲に
ついて管轄登記所へ情報提供を行い、改めて指定の可否について確認する。

境界立会

●相続が発生している場合、境界の確認は相続人全員の確認
書若しくは代表者が立会う場合は相続人全員の委任状が必要。
（ 19条5項申請の場合については隣接地の場合でも相続人全員
の確認書若しくは委任状が必要）

51

ポイント

３）委任状



留意事項（指定申請調査簿）
指定申請調査簿

総括表と一致
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留意事項（指定申請調査簿 記載例）
指定申請調査簿（記載例）

指 定 申 請 調 査 簿
○○市○○町大字○○ 調査期間：平成○年○月○日～平成○年○月○日

調査前の土地の表示 調査後の土地の表示

字名 地番 地目
地 積 所有者の住所及び

氏名又は名称
字名 地番 地目

地 積 所有者の住所及び
氏名又は名称

原因及びその日付 地図番号 確認印
㎡ ㎡

○○ 9番1 公衆用道路 52
中部市

異動なし 1 ,
○○ 10番3 山林 8,249

○○市○○町 ○○番○
中部太郎

8,699 地積錯誤 1 ,
○○ 11番1 宅地 252 67

○○市○○町 ○○番○
中部太郎 ○○市○○町 △△番

平成○年○月○日
住所移転

2 ,
○○ 11番2 宅地 266 12

○○市○○町 ○○番○
中部次郎 ○○市○○町 □□番 住所錯誤 2 ,

○○ 12番1 田 85
○○市○○町 ○○番○
中部太郎 △△○○

平成○年○月○日
氏名変更

2 ,
○○ 12番2 田 145

○○市○○町 ○○番○
中部太郎 ○○□□ 氏名錯誤 2・3 ,

○○ 13番1 田 115
○○市○○町 ○○番○
中部次郎 畑

昭和○年以下不詳
地目変更

3 ,

計 7筆 9,16479 7筆 9,61479

※原因及びその日付欄について

記載例① 調査前と調査後に変更が無い場合

記載例② 地積が誤って登記されている場合

記載例③ 所有者の住所が移転等あった場合（ただし、疎明資料として住民票の写し等の添付が必要）

記載例④ 所有者の住所が最初から誤って登記されている場合（同上）

記載例⑤ 氏名が変更、改氏、改名、婚姻、離婚等されている場合（ただし、疎明資料として戸籍謄本等の添付が必要）

記載例⑥ 氏名が最初から誤って登記されている場合（ただし、疎明資料として戸籍謄本等の添付が必要）

記載例⑦ 地目に変更があった場合（時期が不明な場合は、「年月日不詳」と記載する）

記載例①

記載例②

記載例③

記載例④

記載例⑤

記載例⑥

記載例⑦
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留意事項（地図一覧図）

地図一覧図（記載例）
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留意事項（登記所送付用地図）

登記所送付用地図（記載例）

ポイント

・申請する筆が全て含まれているか
・複数枚ある場合、接合しているか
・用地買収に伴う分筆線は表示されていないか
・公図と比較して各筆の位置・形状に齟齬はないか
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留意事項（公図連続転写図）

公図連続転写図

ポイント

・申請する筆が全て含まれているか
・登記所送付用地図は、公図と比較して、各筆の位置・形状に齟齬はないか
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■基準点測量
・使用した作業規程上の違反がある。
⇒ 再測量を求められる場合もあるため、事前に十分確認する
とともに違反が判明した場合は迅速かつ適切に対応すること。

・審査書等がない。
⇒ 精度確認上のポイントとなるため、測量法や使用する作業規程
に沿って適切に手続きを実施すること。

留意事項（まとめ①）

■用地実測図
■登記所送付用地図
・公図と比較して、各筆の位置及び形状に齟齬がある。
⇒ 法務局と十分に調整を行うこと。
（通常の用地測量（用地取得）でも、公図と現況の形状について法
務局と相談、調整を実施していると思います。）



■土地境界確認書
・指定対象の土地に隣接する土地に関するものが添付されていない。
⇒ 公図等をよく確認すること。
・登記記録上の所有者が死亡している場合でその相続人等が立会い
をしているときに、当該相続人等を確認することができる書類（戸籍
謄本等）が添付されていない。
⇒ 登記記録上の所有者（被相続人）が出生してから死亡するまで
の戸籍謄本等を添付すること。また、相関図も添付すること。

・確認書や委任状が代表者の分だけしかない。
⇒ 代表者だけでは認められないことに注意し、全員（共有者全員、
法定相続人全員）の確認が必要であることに注意すること。

・相続人が他にも存在する。
⇒ 代襲相続等に留意すること。
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留意事項（まとめ②）



■指定申請調査簿
・記載方法に誤りがある。
例１；「○○市△△３丁目」 → 「３丁目」を「三丁目」と記載。

例２；市町村名（市町村合併）変更を氏名（名称）変更と記載。
→ 名称の変更ではなく所有者の変更となるので、１９条５項の指定
申請においては変更することができない。

■土地全部事項証明書
・指定申請土地に関するものが添付されていない。
・登記前申請において、指定対象土地に隣接地に関するものが添付
されていない。
⇒ 公図等をよく確認すること。

留意事項（まとめ③）
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■境界点間測量
・全ての辺の境界点間の検測が実施されていない。
⇒ 測量成果図と精度管理表を照らし合わせて確認すること。
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補助金
交付決定

交付決定後に受発注
契約締結（工期は年度内）

４級以上の基準点測量
（設置）の国土地理院
への計画書の提出

基準点測量（設置）の
国土地理院からの助言

基準点測量（設置）の実施

用地（一筆）測量の実施

４級以上の基準点測量（設
置）の成果を国土地理院へ
提出

国土地理院から４級以上の
基準点の「審査書」の受領

国土地理院からは第三者
機関の「検定書」を事前に
受領することを助言されて
います。

ただし、地理院の助言に
基づかない、第三者機関
の検定を行っても、その検
定料は補助金の対象とな
りません。

【実績報告書の提出】
・４級以上の基準点の『審査
書』の写し（実績報告書の提
出の時点では「検定書」の
写しでも可）
・境界点間測量精度管理表
の添付が必要
・契約書の写し （補助金部
分が分かるもの）
・検査完了書の写し

「〇〇市（県、町、村）公共測量
作業規程」に沿って公共測量を
実施していただくようお願いし
ます。

補助金
交付申請 補助金あり

１９条５項指定申請

補助金なし

標準処理期間；３０日

単年度内

まとめ（補助金交付申請～実績報告）

実績
報告書

年
度
末
（
３
月
）

前年度に予算要望申請



その他（地籍調査Ｗｅｂサイト）

・地籍整備や地籍整備を推進するための情報を紹介
・国土調査法第１９条５項指定申請に関する手引き等を掲載

国土交通省HP（地籍調査Webサイト《 http://www.chiseki.go.jp/index.html》）
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全国における地籍調査の進捗率 （面積ベース）

対象面積は、全国土面積（377,974km2）から国有林野及び公有水面等を除いた面積
ＤＩＤは、国勢調査による人口集中地区のこと。Densely Inhabited Districtの略。人口密度4,000人/km2

以上の国勢調査上の基本単位区が互いに隣接して、5,000人以上の人口となる地域。
宅地、農用地及び林地についてはDID以外の地域におけるもの
計数は、それぞれ四捨五入によっているので合計は一致しない場合もある。

対象面積（km2） 実績面積（km2） 進捗率（％）

全 国 287,966 150,930 52

内
訳

DID（都市部） 12,673 3,384 27

宅地 19,453 10,051 52

農用地 77,690 54,940 71

林地（山村部） 178,150 82,555 46

全国の進捗率：52%

・・・ 80%以上
・・・ 60%以上80%未満
・・・ 40%以上60%未満
・・・ 20%以上40%未満
・・・ 20%未満

地籍調査の対象面積とこれまでの実績（R４年度末）

優先実施地域※の進捗率：80%

*土地区画整理事業等により一定程度、地籍が
明確化された地域等を除く地域（188,694㎢）

■１㎢＝１㎞×１㎞＝１００ha
・愛知県（調査対象面積 約５，０００㎢） １％；５０㎢＝約７㎞×７㎞
★中部（４県：調査対象面積 約２５，６００㎢ ）
R４年度４県の実施面積 約４３．３㎢（＋０．１７％）
（過去１０年間での進捗の伸び率 第１位は「和歌山県」 ２１％）

平均(中部地方)；約１７％
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国土調査法１９条５項指定制度のご案内

☆開発許可等の事前相談時等

～ 土地の測量等業務に携わる自治体職員の皆様へ ～

☆以下のようなタイミングをとらえて、地域開発・都市開発等を行う民間事業者の方への「国土調査法１９条５項
指定制度」のご紹介をお願いします。

国土調査法１９条５項指定制度とは、土地に関する様々な測量・調査の成果が、地方公共団体の実施する地籍調査と同等以上の精度・正

確さを有する場合に国土交通大臣等が指定することで、地籍調査の成果と同様の取り扱いとなる制度です。を有に国土交通大臣等が

この制度は、誰が実施した測量の成果であっても、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全

て指定を受けることができます。

☆官民境界確認申請時等

国土交通省中部地方整備局 用地部用地企画課 地籍調査係 TEL 052-953-8105

《国からの補助金制度があります》

◇補助金の申請に関しましては、例年１月ごろに国土交通省のHPに掲載されます。
◇すべての申請に補助金の交付が受けられるものではありません。

【留意事項】※必ず伝えていただきたいこと。
※補助金の交付を受けた際には、必ず１９条５項指定申請を提出していただく必要があります。
※１９条５項指定申請を提出するためには、手引き等に基づき、測量の精度・正確さを有した手続きを伴う測量の実施が必要となります。
※補助金の使用に対して会計検査院の検査を受けることになる場合があります。

◎別添パンフレットをご利用、配布のうえご紹介願います。

○自治体の地籍調査担当部署の方と一緒に説明にあたっていただく事をお勧めします。

国土調査法１９条５項指定制度のご案内
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１９条５項指定制度のパンフレット
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ご清聴ありがとうございました



国土調査法１９条５項指定制度のご案内

☆開発許可等の事前相談時等

～ 土地の測量等業務に携わる自治体職員の皆様へ ～

☆以下のようなタイミングをとらえて、地域開発・都市開発
等を行う民間事業者の方への「国土調査法１９条５項指定
制度」のご紹介をお願いします。

国土調査法１９条５項指定制度とは、土地に関する様々な測量・調査の成

果が、地方公共団体の実施する地籍調査と同等以上の精度・正確さを有

する場合に国土交通大臣等が指定することで、地籍調査の成果と同様の

取り扱いとなる制度です。を有する場合に国土交通大臣等が

この制度は、誰が実施した測量の成果であっても、国土調査と同等以上

の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を

受けることができます。

☆官民境界確認申請時等

国土交通省中部地方整備局 用地部用地企画課 地籍調査係
TEL 052-953-8105

《国からの補助金制度があります》

◇補助金の申請に関しましては、例年１月ごろに国土交通省のHPに掲載
されます。

◇すべての申請に補助金の交付が受けられるものではありません。

【留意事項】※必ず伝えていただきたいこと。
※補助金の交付を受けた際には、必ず１９条５項指定申請を提出していた
だく必要があります。

※１９条５項指定申請を提出するためには、手引き等に基づき、測量の精
度・正確さを有した手続きを伴う測量の実施が必要となります。

※補助金の使用に対して会計検査院の検査を受けることになる場合があ
ります。

◎別添パンフレットをご利用、配布のうえご紹介願います。

○自治体の地籍調査担当部署の方と一緒に説明にあたっていただく事をお勧めします。
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